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○
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

「
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
」
と
は
、
熱
量
の
変
更
（
同
一
の
ガ
ス

六

「
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備
」
と
は
、
熱
量
変
更
の
実
施
時
、
導
管

グ
ル
ー
プ
（
ガ
ス
用
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

等
の
工
事
時
及
び
災
害
そ
の
他
の
非
常
時
に
、
ガ
ス
事
業
者
が
、
既

四
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
七
号
）
別
表
第
三
の
備
考
の
適
用

に
供
給
し
て
い
る
そ
の
ガ
ス
の
使
用
者
に
対
し
、
ガ
ス
を
一
時
的
に

す
べ
き
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
の
項
に
掲
げ
る
一
三
Ａ
、
一
二
Ａ
、
六
Ａ
、

供
給
す
る
た
め
の
移
動
可
能
な
ガ
ス
発
生
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
保

五
Ｃ
、
Ｌ
一
、
Ｌ
二
又
は
Ｌ
三
の
い
ず
れ
か
を
い
う
。
）
内
の
変
更

有
能
力
（
保
有
で
き
る
ガ
ス
の
質
量
又
は
標
準
状
態
に
お
け
る
体
積

を
除
く
。
以
下
「
熱
量
変
更
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
た
場
合
、
導

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
液
化
ガ
ス
の
場
合
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
未

管
等
の
工
事
を
行
つ
た
場
合
及
び
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
、
ガ

満
、
圧
縮
ガ
ス
の
場
合
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
い

ス
事
業
者
が
、
既
に
供
給
し
て
い
る
そ
の
ガ
ス
の
使
用
者
に
対
し
、

う
。

ガ
ス
を
一
時
的
に
供
給
す
る
た
め
の
移
動
可
能
な
ガ
ス
発
生
設
備
で

あ
つ
て
、
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
貯
蔵
能
力
（
以
下

単
に
「
貯
蔵
能
力
」
と
い
う
。
）
が
、
貯
蔵
す
る
ガ
ス
が
液
化
ガ
ス

の
場
合
は
零
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
、
貯
蔵
す

る
ガ
ス
が
圧
縮
ガ
ス
の
場
合
は
零
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
立
方

メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

（
特
定
導
管
）

（
特
定
導
管
）

第
二
条
の
二

法
第
二
条
第
五
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
模
以
上

第
二
条
の
二

法
第
二
条
第
五
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
規
模
以
上



- 2 -

の
供
給
能
力
を
有
す
る
導
管
は
、
ガ
ス
（
メ
タ
ン
を
主
成
分
と
す
る
ガ

の
供
給
能
力
を
有
す
る
導
管
は
、
ガ
ス
（
メ
タ
ン
を
主
成
分
と
す
る
ガ

ス
で
あ
つ
て
、
一
二
Ａ
又
は
一
三
Ａ
の
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
（
ガ
ス
用
品
の

ス
で
あ
つ
て
、
一
二
Ａ
又
は
一
三
Ａ
の
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
（
ガ
ス
用
品
の

技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
三
の
備
考
の
適
用
す
べ
き
ガ

技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第

ス
グ
ル
ー
プ
の
項
に
掲
げ
る
一
二
Ａ
又
は
一
三
Ａ
の
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
を

二
十
七
号
）
別
表
第
三
の
備
考
の
適
用
す
べ
き
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
の
項
に

い
う
。
）
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
供
給
す
る
導
管
で
あ
つ
て
、

掲
げ
る
一
二
Ａ
又
は
一
三
Ａ
の
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
）
に
属
す
る

次
の
と
お
り
と
す
る
。

も
の
に
限
る
。
）
を
供
給
す
る
導
管
で
あ
つ
て
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
重
要
な
変
更
）

（
重
要
な
変
更
）

第
十
条

法
第
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
重
要
な
変
更
は

第
十
条

法
第
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
重
要
な
変
更
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ガ
ス
発
生
設
備
（
特
定
ガ
ス
発
生
設
備
、
移
動
式
ガ
ス
発
生
設
備

一

ガ
ス
発
生
設
備
（
特
定
ガ
ス
発
生
設
備
及
び
移
動
式
ガ
ス
発
生
設

並
び
に
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
ガ
ス
事
業
者
が

備
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項
の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
設
備
の
能

そ
の
一
般
ガ
ス
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
他
の
者
か
ら
一
時
的
に

力
を
変
更
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
設
備
の
能
力
の
変
更
が
、
当
該

借
り
受
け
る
ガ
ス
発
生
設
備
及
び
一
般
ガ
ス
事
業
者
が
他
の
一
般
ガ

設
備
を
有
す
る
事
業
者
が
有
す
る
ガ
ス
発
生
設
備
の
能
力
の
合
計
の

ス
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
他
の
一
般
ガ
ス
事
業
者
の
一
般
ガ
ス
事

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の

業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
一
時
的
に
貸
し
付
け
る
ガ
ス
発
生
設
備
で

あ
つ
て
、
当
該
一
般
ガ
ス
事
業
者
の
一
般
ガ
ス
事
業
の
適
確
な
遂
行

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
項

の
変
更
で
あ
つ
て
、
当
該
設
備
の
能
力
を
変
更
す
る
も
の
の
う
ち
、

当
該
設
備
の
能
力
の
変
更
が
、
当
該
設
備
を
有
す
る
事
業
者
が
有
す

る
ガ
ス
発
生
設
備
の
能
力
の
合
計
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
供
給
計
画
の
期
間
）

（
供
給
計
画
の
期
間
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
初
年
度
の
開
始
の
日
か
ら

３

第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
初
年
度
の
開
始
の
日
か
ら

六
年
以
内
に
供
給
す
る
ガ
ス
の
熱
量
変
更
に
着
手
す
る
一
般
ガ
ス
事
業

六
年
以
内
に
供
給
す
る
ガ
ス
の
熱
量
の
変
更
（
同
一
の
ガ
ス
グ
ル
ー
プ

者
に
あ
つ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
条
に
お
い
て
、

（
ガ
ス
用
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
三
の
備
考
の

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
一
般
ガ
ス
事
業
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
熱
量

適
用
す
べ
き
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
の
項
に
掲
げ
る
一
三
Ａ
、
一
二
Ａ
、
六
Ａ

変
更
に
係
る
も
の
に
限
り
、
六
年
と
す
る
。

、
五
Ｃ
、
Ｌ
一
、
Ｌ
二
又
は
Ｌ
三
の
い
ず
れ
か
を
い
う
。
）
内
の
変
更

を
除
く
。
以
下
「
熱
量
変
更
」
と
い
う
。
）
に
着
手
す
る
一
般
ガ
ス
事

業
者
に
あ
つ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
条
に
お
い
て

、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
一
般
ガ
ス
事
業
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
熱

量
変
更
に
係
る
も
の
に
限
り
、
六
年
と
す
る
。

第
五
十
二
条

法
第
三
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業

第
五
十
二
条

法
第
三
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

登
録
ガ
ス
工
作
物
検
査
機
関
が
行
う
法
第
三
十
六
条
の
二
の
二
第

（
新
設
）

一
項
の
検
査
に
合
格
し
た
ガ
ス
工
作
物
で
あ
つ
て
、
当
該
合
格
後
に

当
該
合
格
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に
移
転
し
た
も
の
を
、
当
該
合

格
に
係
る
場
所
に
移
転
し
て
使
用
す
る
場
合
（
当
該
ガ
ス
工
作
物
を

当
該
合
格
に
係
る
場
所
か
ら
移
転
し
た
時
か
ら
、
当
該
合
格
に
係
る

場
所
に
移
転
し
て
使
用
す
る
時
ま
で
の
間
に
、
当
該
ガ
ス
工
作
物
を

修
理
し
、
若
し
く
は
改
造
し
、
又
は
当
該
ガ
ス
工
作
物
が
損
壊
し
た

場
合
を
除
く
。
）

四

（
略
）

三

（
略
）

別
表
第
一
（
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
条
関
係
）

工
事
の
種
類

工
事
計
画
届
出
対
象

使
用
前
検
査
対
象

工
事
の
種
類

工
事
計
画
届
出
対
象

使
用
前
検
査
対
象

一

製
造
所
の
設
置
の

設
置
（
二
（
二
）
若

設
置
（
二
（
二
）
若

一

製
造
所
の
設
置
の

設
置
（
二
（
二
）
又

設
置
（
二
（
二
）
又

工
事

し
く
は
（
四
）
又
は

し
く
は
（
四
）
又
は

工
事

は
三
の
上
欄
に
掲
げ

は
三
の
上
欄
に
掲
げ

三
の
上
欄
に
掲
げ
る

三
の
上
欄
に
掲
げ
る

る
工
事
の
種
類
に
応

る
工
事
の
種
類
に
応
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工
事
の
種
類
に
応
じ

工
事
の
種
類
に
応
じ

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
中

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下

て
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄

て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄

欄
に
該
当
す
る
設
置

欄
に
該
当
す
る
設
置

に
該
当
す
る
設
置
の

に
該
当
す
る
設
置
の

の
工
事
に
限
る
。
）

の
工
事
に
限
る
。
）

工
事
に
限
る
。
）

工
事
に
限
る
。
）

二

製
造
所
の
変
更
の

二

製
造
所
の
変
更
の

工
事
（
特
定
製
造
所

工
事
（
特
定
製
造
所

に
係
る
も
の
を
除
く

に
係
る
も
の
を
除
く

。
）

。
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
三
）

移
動
式
ガ

設
置
（
（
四
）
の
上

設
置
（
（
四
）
の
上

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

ス
発
生
設
備
（

覧
に
掲
げ
る
工
事
の

覧
に
掲
げ
る
工
事
の

当
該
移
動
式
ガ

種
類
に
応
じ
て
、
そ

種
類
に
応
じ
て
、
そ

ス
発
生
設
備
と

れ
ぞ
れ
中
欄
に
該
当

れ
ぞ
れ
下
欄
に
該
当

一
体
と
な
つ
て

す
る
設
置
の
工
事
に

す
る
設
置
の
工
事
に

ガ
ス
の
製
造
の

限
る
。
）

限
る
。
）

用
に
供
さ
れ
る

調
整
装
置
を
含

み
、
そ
の
貯
蔵

能
力
が
、
貯
蔵

す
る
ガ
ス
が
液

化
ガ
ス
の
場
合

は
千
キ
ロ
グ
ラ

ム
未
満
、
貯
蔵

す
る
ガ
ス
が
圧

縮
ガ
ス
の
場
合

は
三
百
立
方
メ

ー
ト
ル
未
満
で
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あ
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
設
置

（
四
）

移
動
式
ガ

ス
発
生
設
備
の

設
置
の
工
事
以

外
の
変
更
の
工

事
で
あ
つ
て
、

次
の
設
備
に
係

る
も
の

１

容
器

１

設
置

１

設
置

２

改
造
で
あ
つ
て

２

改
造
で
あ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
も

、
次
に
掲
げ
る
も

の

の

最
高
使
用
圧

最
高
使
用
圧

（１）

（１）

力
の
変
更
を
伴

力
の
変
更
を
伴

う
も
の
（
変
更

う
も
の
（
変
更

後
の
最
高
使
用

後
の
最
高
使
用

圧
力
が
高
圧
若

圧
力
が
高
圧
若

し
く
は
中
圧
と

し
く
は
中
圧
と

な
る
も
の
又
は

な
る
も
の
又
は

液
化
ガ
ス
用
容

液
化
ガ
ス
用
容

器
に
係
る
も
の

器
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

耐
圧
部
分
及

耐
圧
部
分
及

（２）

（２）

び
液
化
ガ
ス
を

び
液
化
ガ
ス
を

貯
蔵
す
る
部
分

貯
蔵
す
る
部
分
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の
強
度
に
影
響

の
強
度
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の

を
及
ぼ
す
も
の

最
高
使
用
圧

最
高
使
用
圧

（３）

（３）

力
が
高
圧
若
し

力
が
高
圧
若
し

く
は
中
圧
の
容

く
は
中
圧
の
容

器
又
は
液
化
ガ

器
又
は
液
化
ガ

ス
用
容
器
の
安

ス
用
容
器
の
安

全
弁
に
係
る
も

全
弁
に
係
る
も

の

の

３

位
置
の
変
更

３

位
置
の
変
更

２

集
合
装
置

１

設
置

１

設
置

２

改
造
で
あ
つ
て

２

改
造
で
あ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
も

、
次
に
掲
げ
る
も

の

の

能
力
の
変
更

能
力
の
変
更

（１）

（１）

を
伴
う
も
の

を
伴
う
も
の

種
類
の
変
更

種
類
の
変
更

（２）

（２）

を
伴
う
も
の

を
伴
う
も
の

３

位
置
の
変
更

３

位
置
の
変
更

３

ガ
ス
発
生

１

設
置

１

設
置

器

２

改
造
で
あ
つ
て

２

改
造
で
あ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
も

、
次
に
掲
げ
る
も

の

の

型
式
の
変
更

型
式
の
変
更

（１）

（１）

を
伴
う
も
の

を
伴
う
も
の

耐
圧
部
分
の

耐
圧
部
分
の

（２）

（２）

強
度
に
影
響
を

強
度
に
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
（

及
ぼ
す
も
の
（
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液
化
ガ
ス
用
配

液
化
ガ
ス
用
配

管
に
係
る
も
の

管
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

安
全
弁
に
係

安
全
弁
に
係

（３）

（３）

る
も
の

る
も
の

４

調
整
装
置

１

設
置

１

設
置

２

型
式
の
変
更
で

２

型
式
の
変
更
で

あ
つ
て
、
切
換
方

あ
つ
て
、
切
換
方

式
の
変
更
を
伴
う

式
の
変
更
を
伴
う

改
造

改
造

３

調
整
能
力
の
変

更
を
伴
う
改
造

５

増
熱
器

１

設
置

１

設
置

２

位
置
の
変
更
（

２

改
造
で
あ
つ
て

最
高
使
用
圧
力
が

、
次
に
掲
げ
る
も

高
圧
の
も
の
に
限

の
（
変
更
後
の
最

る
。
）

高
使
用
圧
力
が
高

３

改
造
で
あ
つ
て

圧
と
な
る
も
の
に

、
次
に
掲
げ
る
も

限
る
。
）

の
（
変
更
後
の
最

能
力
の
変
更

（１）

高
使
用
圧
力
が
高

を
伴
う
も
の

圧
と
な
る
も
の
に

耐
圧
部
分
の

（２）

限
る
。
）

強
度
に
影
響
を

能
力
の
変
更

及
ぼ
す
も
の

（１）
を
伴
う
も
の

安
全
弁
に
係

（３）

耐
圧
部
分
の

る
も
の

（２）
強
度
に
影
響
を

３

取
替
え
で
あ
つ

及
ぼ
す
も
の

て
、
最
高
使
用
圧
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安
全
弁
に
係

力
が
高
圧
の
も
の

（３）
る
も
の

４

取
替
え
で
あ
つ

て
、
最
高
使
用
圧

力
が
高
圧
の
も
の

５

廃
止

三
～
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
四
十
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
十
七
条
関
係
）

ガ
ス
工
作
物
の

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
届
出
に

ガ
ス
工
作
物
の

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
届
出
に

種
類

係
る
工
事
の
内
容
に

種
類

係
る
工
事
の
内
容
に

一
般

設
備
別
記
載
事
項
（

関
係
の
あ
る
も
の
に

一
般

設
備
別
記
載
事
項
（

関
係
の
あ
る
も
の
に

記
載

届
出
に
係
る
工
事
の

限
る
。
）

記
載

届
出
に
係
る
工
事
の

限
る
。
）

事
項

内
容
に
関
係
の
あ
る

事
項

内
容
に
関
係
の
あ
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

製
造
所

製
造
所

一
～
六

（
略

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略

（
略
）

（
略
）

）

）

七

移
動
式
ガ

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

ス
発
生
設
備

（
当
該
移
動

式
ガ
ス
発
生

設
備
と
一
体

と
な
つ
て
ガ

ス
の
製
造
の

用
に
供
さ
れ

る
調
整
装
置

を
含
み
、
そ
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の
貯
蔵
能
力

が
、
貯
蔵
す

る
ガ
ス
が
液

化
ガ
ス
の
場

合
は
千
キ
ロ

グ
ラ
ム
未
満

、
貯
蔵
す
る

ガ
ス
が
圧
縮

ガ
ス
の
場
合

は
三
百
立
方

メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
も

の
を
除
く
。

）（
一
）

容

最
高
使
用
圧
力
が
高

最
高
使
用
圧
力
が
高

器

圧
若
し
く
は
中
圧
の

圧
若
し
く
は
中
圧
の

容
器
又
は
液
化
ガ
ス

容
器
又
は
液
化
ガ
ス

用
容
器
に
係
る
次
の

用
容
器
に
係
る
次
の

事
項

事
項

種
類
、
容
積

容
器
及
び
そ

（１）

（１）

及
び
最
高
使
用

の
附
属
設
備
の

圧
力

構
造
図

主
要
寸
法
及

強
度
計
算
書

（２）

（２）

び
材
料

安
全
弁
の
構

（３）

安
全
弁
の
種

造
図
及
び
吹
出

（３）
類
、
主
要
寸
法

量
計
算
書

、
材
料
、
個
数

及
び
取
付
箇
所
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耐
圧
部
分
の

（４）
構
造

（
二
）

集

１

種
類
及
び
能
力

構
造
図

合
装
置

２

主
要
寸
法
及
び

材
料

（
三
）

ガ

１

型
式
及
び
能
力

１

構
造
図

ス
発
生

２

主
要
寸
法

２

原
料
液
の
流
出

器

３

安
全
弁
の
種
類

防
止
措
置
に
関
す

及
び
取
付
箇
所

る
説
明
書

（
四
）

調

１

型
式
及
び
能
力

構
造
図

整
装
置

２

切
換
方
法

（
五
）

増

１

型
式
、
能
力
及

１

増
熱
器
及
び
そ

熱
器

び
最
高
使
用
圧
力

の
付
属
設
備
の
構

２

主
要
寸
法

造
図
（
こ
れ
ら
の

３

最
高
使
用
圧
力

配
置
の
状
況
が
明

が
高
圧
の
増
熱
器

ら
か
と
な
る
よ
う

に
係
る
次
の
事
項

に
図
示
す
る
こ
と

材
料

。
）

（１）

安
全
弁
の
種

２

最
高
使
用
圧
力

（２）
類
、
主
要
寸
法

が
高
圧
の
増
熱
器

、
材
料
、
個
数

に
係
る
次
の
書
類

及
び
取
付
箇
所

強
度
計
算
書

（１）

安
全
弁
の
構

（２）
造
図
及
び
吹
出

量
計
算
書

３

増
熱
の
方
法
に

関
す
る
説
明
書
（

露
点
に
関
す
る
も
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の
を
含
む
。
）

４

制
御
方
式
に
関

す
る
説
明
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
七
十
四
条
、
第
七
十
七
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
七
十
四
条
、
第
七
十
七
条
関
係
）

特
定
ガ
ス
工
作
物
の
種

記
載
す
べ
き
事
項

添
附
書
類

特
定
ガ
ス
工
作
物
の
種

記
載
す
べ
き
事
項

添
附
書
類

類

類

一

令
第
一
条
に
規
定

最
高
使
用
圧
力
が
高

最
高
使
用
圧
力
が
高

一

令
第
一
条
に
規
定

最
高
使
用
圧
力
が
高

最
高
使
用
圧
力
が
高

す
る
容
器

圧
若
し
く
は
中
圧
の

圧
若
し
く
は
中
圧
の

す
る
容
器

圧
も
し
く
は
中
圧
の

圧
も
し
く
は
中
圧
の

容
器
又
は
液
化
ガ
ス

容
器
又
は
液
化
ガ
ス

容
器
ま
た
は
液
化
ガ

容
器
ま
た
は
液
化
ガ

用
容
器
に
係
る
次
の

用
容
器
に
係
る
次
の

ス
用
容
器
に
係
る
次

ス
用
容
器
に
係
る
次

事
項

事
項

の
事
項

の
事
項

種
類
、
容
積
及

容
器
及
び
そ
の

種
類
、
容
積
お

容
器
お
よ
び
そ

（１）

（１）

（１）

（１）

び
最
高
使
用
圧
力

附
属
設
備
の
構
造

よ
び
最
高
使
用
圧

の
附
属
設
備
の
構

図

力

造
図

主
要
寸
法
及
び

基
礎
に
関
す
る

主
要
寸
法
お
よ

基
礎
に
関
す
る

（２）

（２）

（２）

（２）

材
料

説
明
書

び
材
料

説
明
書

安
全
弁
の
種
類

強
度
計
算
書

安
全
弁
の
種
類

強
度
計
算
書

（３）

（３）

（３）

（３）

、
主
要
寸
法
、
材

安
全
弁
の
構
造

、
主
要
寸
法
、
材

安
全
弁
の
構
造

（４）

（４）

料
、
個
数
及
び
取

図
及
び
吹
出
量
計

料
、
個
数
お
よ
び

図
お
よ
び
吹
出
量

付
箇
所

算
書

取
付
箇
所

計
算
書

耐
圧
部
分
の
構

耐
圧
部
分
の
構

（４）

（４）

造

造

二

集
合
装
置

１

種
類
及
び
能
力

構
造
図

二

集
合
装
置

１

種
類
お
よ
び
能

構
造
図

力

２

主
要
寸
法
及
び

２

主
要
寸
法
お
よ

材
料

び
材
料
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三

気
化
装
置

１

型
式
及
び
能
力

１

構
造
図

三

気
化
装
置

１

型
式
お
よ
び
能

１

構
造
図

２

原
料
液
の
流
出

力

２

原
料
液
の
流
出

２

主
要
寸
法

防
止
措
置
に
関
す

２

主
要
寸
法

防
止
措
置
に
関
す

３

安
全
弁
の
種
類

る
説
明
書

３

安
全
弁
の
種
類

る
説
明
書

及
び
取
付
箇
所

お
よ
び
取
付
箇
所

４

耐
圧
部
分
の
構

４

耐
圧
部
分
の
構

造

造

四

調
整
装
置

１

型
式
及
び
能
力

構
造
図

四

調
整
装
置

１

型
式
お
よ
び
能

構
造
図

力

２

切
換
方
式

２

切
換
方
式

五

特
定
ガ
ス
発
生
設

主
要
寸
法
及
び
材
料

構
造
図

五

特
定
ガ
ス
発
生
設

主
要
寸
法
お
よ
び
材

構
造
図

備
の
設
置
場
の
屋
根

（
屋
根
に
あ
つ
て
は

備
の
設
置
場
の
屋
根

料
（
屋
根
に
あ
つ
て

又
は
障
壁

、
材
料
に
限
る
。
）

ま
た
は
障
壁

は
、
材
料
に
限
る
。

）

様
式

第
６

（第
９

条
第

1
1
条

関
係

）

様
式

第
６

（第
９

条
第

1
1
条

関
係

）

、
、

ガ
ス

工
作

物
変

更
届

出
書

ガ
ス

工
作

物
変

更
届

出
書

（略

）

（略

）

備
考

１

（略

）

備
考

１

（略

）

２
変

更
が

移
動

式
ガ

ス
発

生
設

備
に

係
る

場
合
に

は
ガ

ス
発

２
変

更
が

移
動

式
ガ
ス

発
生

設
備

に
係

る
場

合
に

は
ガ

ス
発

、
、

生
設

備
の

「設
備

の
場

所

」の
欄

に
は

「保
管

の
場

所

」

「
生

設
備

の

「設
備

の
場

所

」の
欄

に
は

「保
管

の
場

所

」

「

、
、

種
類

」の
欄

に
は

「空
気

吸
入

式
圧

縮
ガ

ス
式

又
は

液
化

ガ
種

類

」の
欄

に
は

「空
気

吸
入

式
圧

縮
ガ

ス
式

又
は

液
化

ガ
、

、

ス
式

の
別

」

「能
力

別
の

数

」の
欄

に
は

「移
動

式
ガ

ス
発

ス
式

の
別

」

「能
力

別
の

数

」の
欄

に
は

「移
動

式
ガ

ス
発

、
、

生
設

備
１

基
当

た
り

の
貯

蔵
能

力
及

び
ガ

ス
発

生
能

力
ご

と
の

生
設

備
１

基
当

た
り

の
保

有
能
力

及
び

ガ
ス

発
生

能
力

ご
と

の

基
数

」を
記

載
す

る
こ

と

。

基
数

」を
記

載
す

る
こ

と

。

３

～７

（略

）

３
～７

（略

）
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